
配信日時

出向と税務
出向は、出向元法人との雇用契約を維持しながら、出向先法人での労務提供が可能となるため、子会社や関連会社等を有するグループ会社で積極

的に利用されています。しかし、出向者は雇用関係が二重になるため、給与等の負担及び支給を出向元法人又は出向先法人のいずれで行うのか等

様々な問題が生じます。また、それらに関連して税務上の特有の論点が多数発生します。

本セミナーでは出向に関係する税務のうち、実務上論点になりやすい役員出向等の法人税務や、較差補填金が発生する場合、その他源泉徴収税務

等につき、詳細に解説していきます。

講師

解説予定内容

受講料

お申込

大手不動産会社、会計事務所、税理士法人勤務を経て
2019年あいわ税理士法人に入所。

オーナー企業の相続対策業務から上場企業の税務アドバ
イス業務まで幅広く従事。最近はIPO準備会社の資本政
策コンサルティング業務に注力している。

出向と法人税務

・出向者に対する給与・賞与の取扱い

・出向者の役員給与の取扱い

・較差補填金が発生する場合

出向と源泉所得税

国外出向や、出向者が非居住者の場合

※ お申込期限後、お申し込み時に入力されたメールアドレス宛に配信URLをお送りします。

弊社Webサイトのセミナーページ
よりお申込み下さい

www.aiwa-tax.or.jp/seminar

※ 顧問先様限定で受講できます

無料

令和４年

本申込みによってお知らせ頂いた個人情報は受講諸手続きに

使用させていただくほか、当社サービスに関するご案内に使

用させていただく場合がございます。また、登録情報は厳重

に管理し、第三者に開示することは一切ございません。

7
令和４年

※ 視聴可能期間は、開始より１か月間です

お問合せ
お申込み先

お申込みは
コチラから

〒108-0075 東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル4階

TEL.03-5715-3316 / FAX.03-5715-3318

あいわ税理士法人 セミナー事務局福田（フクタ）

9:00 ～配信開始月 日

7 月 日 金

顧問先様限定 税務会計セミナー

金
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あいわ税理士法人

アシスタントマネージャー

/税理士

釜本 啓二
かまもと けいじ


